
令和6年度個人住民税がさぬき市で課税対象となる方のうち定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人
住民税所得割額を上回る方（ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計
所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円の方は対象となりません。）

【問】福祉総務課　定額減税補足給付金係　☎（0879）26-9925

定額減税補足給付金申請期限のご案内ご寄附ありがとうございます！ ― 令和５年度 ―

■  対  象  者
【令和5年度活用総額】113,578,000円

①＋②の合計額を1万円単位に切り上げた額
①所得税分定額減税可能額－令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能額－令和6年度分個人住民税所得割額

■  支  給  額

　下記の対象者の方に対し、7月から定額減税補足給付金を支給しています。
　申請がお済みでない方に対し、再度、確認書をお送りしますので、届いた方はすみやかにご提出ください。
　本給付金の申請期限は9月30日（月）必着です。※申請期限を過ぎると支給できませんのでご注意ください。

　ふるさと納税などにより、多くの皆さまからさぬき市へご寄附をいただき、心より感謝申し上げます。寄附者の皆さまのご意向
をもとに、市民の皆さまのために7事業に活用させていただきました。今後もさぬき市へのご支援、ご協力をお願いします。

空き家対策セミナー等の開催について（参加無料）

　下記の世帯の世帯主の方に対し、7月から物価高騰対策臨時特別生活支援金を支給しています。
　申請がお済みでない方に対し、再度、確認書をお送りしますので、届いた方はすみやかにご提出ください。
　本給付金の申請期限は9月30日（月）必着です。※申請期限を過ぎると支給できませんのでご注意ください。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

ホームページは　
こちら→

ホームページは　
こちら→

詳しくはさぬき市
ホームページから
ご覧ください。　  →

※上記①②③いずれも、令和5年度住民税均等割非課税世帯（7万円）または令和5年度住民税均等割のみ
課税世帯（10万円）の支給対象となった世帯、児童は対象外です。

【問】福祉総務課　物価高騰対策臨時特別生活支援金係　☎（0879）26-9930

物価高騰対策臨時特別生活支援金申請期限のご案内

■支給要件 ■支給額
①住民税均等割
　非課税世帯

基準日（令和６年６月３日）時点でさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和６年度
住民税均等割が非課税である世帯

基準日時点でさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和６年度住民税所得割が
非課税であり、世帯のうち少なくとも１名の住民税均等割が課税である世帯

②住民税均等割
　のみ課税世帯

基準日時点でさぬき市に住民登録があり、①および②に該当する世帯に属する18歳
以下の児童（基準日以降に生まれた新生児、別世帯で扶養している児童は申請により
対象となる場合があります。）

③こども加算

１世帯あたり
１０万円

１世帯あたり
１０万円

対象児童1人あたり
5万円

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

【問】香川県土木部住宅課　☎（087）832-3583

詳細については、香川県空き家ポータルサイト（https://akiya.pref.kagawa.lg.jp/）をご覧ください。

1．空き家対策セミナー（要申込）

10月6日（日）13：00～14：20（開場：12：30）
①空き家の適切な管理や活用方法、
　相続する際の注意点など
②香川県における支援制度の紹介

開 催 日
内 容

香川県高松市林町2217-1
サンメッセ香川 2階

会 場

２．専門の相談員による個別相談会（要申込）

10月6日（日）14：30、15：00、15：30
（相談時間：30分）
専門の相談員による空き家の売買、
相続、リフォーム、管理に関する相談会

開 催 日

内 容

香川県高松市林町2217-1
サンメッセ香川 2階

会 場

【問】香川県農業経営課　☎（087）832-3411

　農薬による事故を防止するために、農薬
を扱う方は次のことに注意しましょう。

応募期間：9月30日（月）まで

農薬の飛散を削減
（散布時の基本的事項の励行）

周辺に配慮した防除
（住宅地周辺での使用時の注意）

●

●

● 

●

農薬使用基準（使用量、使用時期等）を守りましょう。
残液や洗浄液は河川・水路等に流さないようにしましょう。
マスクや手袋を着用するなど、適切な服装で散布しましょう。
食品等他のものと分けて保管し、容器の移し替えはしないように
しましょう。

●

●

●

周辺作物の栽培者と連携しましょう。
周辺作物での農薬使用基準を確認してから農薬を散布しましょう。
周辺作物の収穫時期を確認してから農薬を散布しましょう。

●

●

●

散布の位置、方向に注意しましょう。
適切なノズル、適正な圧力で適正な量を散布しましょう。
風の弱いとき、風向きに注意して農薬を散布しましょう。

●

●

作物ごとに土壌消毒、種子消毒から収穫までの防除記録をつけ
ましょう。
苗の期間の防除も忘れずに記録しましょう。

● 登録農薬を扱い、適正に使用できるよう購入者には正しい説明をし
ましょう。

●

●

粒剤など飛散の少ない農薬を活用し、飛散防止対策を立てましょう。
散布前に周辺住民に知らせる等、情報共有をしましょう。

　掲載しているもののほか、生活環境整備などでも寄附金
を活用させていただきました。
　令和５年度中に活用しなかった寄附金につきましては、令和
６年度以降に活用できるよう「基金」に積み立てています。

　あなたの持っているさぬき市の「ええとこ」を
Instagramで投稿しませんか？
　市公式Instagramをフォローし、「＃ええとこ
さぬきし」をつけてさぬき市内の写真や動画を
投稿いただいた方の中から抽選で5名の方にさぬ
き市の特産品をプレゼントします。
　さぁ、あなたの投稿でさぬき市を一緒に盛り上
げましょう！

　　　　　　
　さぬき市の「ええとこ」をInstagramから投稿できる
方で応募規約に同意していただける方であれば誰でも
応募できます。
※抽選は、再投稿（リポスト）された方だけでなく、投稿いただいた
　全ての方を対象に行います。
※何回でも投稿できますが、抽選は1アカウントにつき1回とします。

●応募資格 

　　　　　　
Step1 市公式Instagram（＠sanuki_city）をフォロー
Step2 さぬき市内の「ええとこ」を写真や動画で撮影
Step3 「＃ええとこさぬきし」をつけて投稿 
※必ず撮影場所の地名等をキャプション欄に入力してください。
※アカウントは必ず「公開」に設定してください。

●応募方法                          

　　　　　　
 ・当選された方には市公式アカウントのDMでお知らせ
　します。
 ・抽選方法、当選についての問い合わせには、
　お答えできません。

●当選発表                          

農薬の適正使用・保管管理

周辺作物に注意

防除履歴の記録

農薬販売時の注意

【問】総務課　☎（087）894-1111

【問】プロジェクト推進室　☎（087）894-6110
秘書広報課　　　　☎（087）894-6372

【令和5年度寄附状況】
（令和6年3月31日現在）・学校図書

　（市内　小中学校） ・大串自然公園整備
・電子黒板
　（市内　小中学校） 区分 件数（件） 寄附金額（円）

産業基盤
安心快適
健康福祉
教育文化
環境保全
自主自律
そ の 他
合計

180,194,500
52,356,500
54,788,500
110,658,500
68,819,500
26,221,500
181,898,893
674,937,893

9,387
3,077
3,067
6,243
4,311
1,632
9,617
37,334

応募方法など詳しくは　
こちらから→

『さぬき市公式Instagram、
はじめました。』

キャンペーン開催中！

『さぬき市公式Instagram、
はじめました。』

キャンペーン開催中！

『さぬき市公式Instagram、
はじめました。』

キャンペーン開催中！

『さぬき市公式Instagram、
はじめました。』

キャンペーン開催中！

農薬は周りに配慮して
正しく使いましょう
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